
（別添3）  免除等の事務処理の類型別の件数（事務所）   
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免除等に係るその他の不適正な事務処理の件数  （別添4）  

（A）職員が申請書に酎   （B）姦除軸者等の意思を十分に確認   （C）外国人が免除の申請を  

印を待ったもの  l   せずに、当該申請希望項目以外の  する前に帰国してしまっ  

都道府県 
項目で承認したもの■（電話等で申請   た場合に、．申請書なしに  
者の意思を確認したものを除く）  免除の処理をしたもの  

所   

数                                               事務所数  件数  事務所数   件数   事務所数   件数   

全 国  312   2   22   15，875   4   125   
田  北海道  16  9   1．517  

と 2  青 ．森  4  
3  岩  手  5  2   23  

4  宮  城  6  i   5   844  

5  秋  田  4  
6  山  形  5  

．7  福  島  6  
’8  茨  城  5  

9  栃  木  5  
10  群  馬  5   ‖  

田  埼  玉  7  2   440  

12  千  葉  6  6   3，176   2   63   

13  東  京  30  †4   1，714  
14  神奈川  13  60  

‘15  新  潟  8  13  

16  富   山  4  

17  石  川  4  
18  福  井  3  2   203   33   

喜19  山  梨   3  

三20  長  野  7  
≡21  岐  阜  6  
22  静  岡  9  5  

23  愛  知  16  4   234  

24  三  重  5  5   774  

25  滋 ■賀  3  54  

26  京  都  6  
27’  大  阪  21  8   1，628 

28  兵  庫  10  

29  奈  良  3  
30  和歌山  3  25  

31  鳥  取  3  

－32  島’根  3  29   

33  岡   山  6  3   318  

34－  広  島  8  3   173 

35  山   口  

36  徳  島  3  
37  香 Jl  3  

蔓                   38  愛  媛  5   2   670  

39  高  知  4  51  

40  福岡  皿  4   了36  

41  佐  賀  3  2   273  

42  長  崎  4  81  

43  熊  本  5  2   1，2．12  

44  大・ 分  4  

45  宮  崎  4  
46  鹿児島  6  6   642  

47  沖  縄  6  3   937   
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（別添5）  

（1）及び（2）の類型の件数の修正の主な理由  

＜件数の修正のあった事務局と増減数＞  

事務局   第1次調査報告   第2次調・査報告   〔増減〕   

北海道   0   326   ＋326   
青森   103   3，543   ＋3，440   
宮城   0   351   ＋351   
福島   848   963   ＋115   
茨城   2，550   2，588   ＋38   
群馬   64   7 6 ＋12   
埼玉   10，207   12，595   ＋2，38，8   
千葉   1，66－9   2，002   ＋333   
東京   2，262   2，242   －20   

新潟   
1，816   2，418   ＋602   
1，389   1．800   ＋411   

静岡   6，440   12，546   ＋6，106 
愛知   1，296   1，545   ＋249   
三重   9，805   15，516   ＋5，711   
滋賀   270   268   －2 

・京都   9，755   16，315   ＋6，560   
大阪   51，・436   79，508   ＋28・，072   
兵庫   212   6，332   ＋6，120   
島根   
愛媛   

0   4   ＋4  
513   6，985   ＋6，472   

佐賀   1，182   1，704   ＋522   
長崎   5，219   6，488   ＋1，269   
熊本   615   2，121   ＋1，506   
鹿児島   285   1，337   ＋1，052 
う中綿   4，577   12，▲・101   ＋7，5 

＜件数の変動があった主な理由＞  

①事務所から新たに不適正処理の申告があったもの  

10事務所  5．162件  

②事務局・事務所において精査をした結果、件数に変更のあったもの  

く件数の増が多かった主な事務所）  

事務所（管轄事務局）  第1次調査報告  第2次調査報告   増加数   

堺東事務所（大阪）   11，513   20，158   ＋8，645   
松山東事務所（・愛媛）   352   6，490   ＋6亡，138   

尼崎事務所（兵庫）   169   6，289   ＋6，120   
天王寺事務所（大阪）   3，518   8，670   ＋5，152   
那覇事務所■（沖縄）   3，672   8，703   ＋5，031   
弘前事務所（ 7   3，282   ＋3，2・09   

③第1次調査報告の集計時の報告誤り  

・京都事務局分について、第1次調査報告書では、申請意思を確認せずに免除  

等の手続を行った数から、事後的に申請書を受理した件数を差し引いた数を  

計上していた。  

・三重事務局分について、第1次調査報告書では、同一被保険者について4～  

6月分の申請と、7月以降分の申請があるケースを、1件と計上していた。  
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国民年金保険料の免除等に係る事務処理に関する  
第′2次調査報告書に至る経過及び今後の進め方  

全事務局長イこ徹底調査と確認文書の提出を指示  5月25日（木）  

国民年金保険料の免除及び若年猶予に係るすべての事務処理について調査  
し．、事務局長と事務所長の確認文書を提出するよう指示。  

5月27日（土）～28日（日）  緊急事務局長会議及び詳細の聴取  

全国社会保険事務局長会議の終了後に、本庁幹部が、全事務局長に個別に  
ヒアリング。  
不明な点は、直ちに事務局、事務所に待機させた職員に確認させるなど、  
詳細かつ徹底した調査。  
（29日夕刻の公表直前まで、事務局から、不適切な処理件数の追加や修正あり）  

」こコ＝7  

た有識者会議」の席上で公表  ※「社会保険新組織の実現に向け  
29日（月）19時  第1次調査報告書公表  

∃こコア  

5月30日（火）追加や修正があれば調査して提出するよう事務局に指示  

件
 
 

矧
 
型
 
類
 
 

数等の精査を行うため、本庁から全事務局に対し、改めて確認を   
指示した。   

■その際、一部の事務所から、不適正な事務処理の追加や、新たなタイプの事   

案の申告があった。   

6月5日（月）再度の確認文書の提出を指示  

9日（金）からの全件調査に先立って、8日（木）を期限に、全事務局長、  

事務所長から、再度の確認文書の提出を求めた。  

く∃こコア  

13日（火）16時  第2次調査報告書公表  

て±ニコ＝7  

6月9日（金）～18日（日） 免除等の申請書の全件調査、詳細調査   

一－－‾‾＿ －－一  

検証委員会の検証を受ける  
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国民年金保険料の免除制度等の概要について  
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